
１．道路関係業務の入札について
技術者状況調査5-7の対象業務について、技術士、技術士（総監）、RCCMの「道路」が選択できないため、
配置技術者点数(y2)が正しい値が表示できません。（簡便型の場合の技術者数(y1)は正常です）
（対象業務）・道路構造物設計

・地下構造物設計
・橋梁設計
・道路施設等点検

・道路のみを保有する技術者の場合
→「その他」しか選択できません

・道路及び鋼構造物及びCoを保有する技術者の場合
→・鋼構造物及びコンクリート
・その他
しか選択できません。

２．プログラムの修正（5月末予定）まで、該当の社は特例措置の対象とします。
（応札時）
・配置技術者を次のとおり選定してください（仮選択する技術者は管理・照査が重複しても構いません）
① 「鋼構造物及びCo」を持つ別の技術者を仮選択（評価点が反映）※評価点が同じ技術者に限る
② ①の技術者がいない場合、「道路」しか保有しない技術者の保有資格は「その他」を選択（開札時に評価点修正）
③ ①②に該当する技術者がいない場合は、選択できる技術者を仮選択（開札時に評価点修正）

・発注機関に連絡のうえ、総合評価技術点に関する調書（試行様式１または２）を添付して応札

（開札時）
・②③の場合は開札時に発注機関で評価点を修正し、
登録処理を行うので、評価点数を確認してください

●技術点数等内訳情報（総合評価）画面の例

登録処理を行うと日付が開札日に、
評価点数が試行様式の値に更新されます


